
資料２.

令和６年度の実施状況のフォローアップ



分類 内容

①全ての機関で実施済の
取組項目

全ての機関が「●」の項目

②一部の機関で実施が遅れている
取組項目（５０％の機関で達成）

「●」の個数が取組機関全体の
50%以上の取組項目

③進捗が遅れている項目
「●」の個数が取組機関全体の
50%未満の取組項目

星取表及びアンケート結果から30項目を3つに分類

項目 内容

目的 • これまでの取組のフォローアップ

対象機関

• 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵

町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、大淀町、西日本旅客鉄道株式会社・近畿

日本鉄道株式会社、奈良県、奈良地方気象台

（鉄道事業者に対しては、No14多機関連携型タイムラインの拡充（※流域タイムラインの作成）の実施状況を確認）

調査内容 • これまでの取組に関する現在の状況や課題

○ 継続的なフォローアップを行うため、下記のアンケート調査様式をもとに取組項目の進捗状況
について確認した。

●：実施済

○：実施予定

▲：実施中

△：技術支援

-：対象なし

アンケート調査概要

具体的な取組の柱
事項

奈良市 - - - -

大和高田市 　 ○ - ・必要はあるが、人員が不足

大和郡山市 ● ○ （佐保川　県管理区間） -
・単独では進捗できない内容だが、他機関との調整

が難航

天理市 ○ ○

作成のための技術、財源が不足している中で、取り

組むことは困難であるため。また、河川氾濫による浸

水想定区域及びその浸水深についてはハザー ドマッ
プ（総合防災マップ）で周知を行っている。

作成のため の技術、財源が不足している中で、取り

組むことは困難である ため。ま た、河川氾濫による浸

水想定区域及びその浸水深についてはハザードマッ
プ（総合防災マップ）で周知を行っている。

橿原市 　 ○
今後、整備を検討

大和川（県）、曽我川（県）、飛鳥川、高取川、寺川、米
川、葛城川

-
ハザードマップをもとに手法を検討し、活用できる補

助金を模索し、予算化する必要がある。

桜井市 　 ○ - ・必要はあるが、予算が不足

御所市 　 ○ - ・必要はあるが、予算が不足

生駒市 　 ○ 今後、竜田川、富雄川を対象に整備予定 - ・必要はあるが、予算が不足

香芝市 　 - 予定なし -
本市内の河川は堤防区間がなく、整備の必要性が

低いため 。

葛城市 　 ○ ハザードマップ見直し後にすすめる。 - ・該当施設や対象となるものが存在しない

平群町 　 ○ 今後、竜田川を対象に整備予定 - ・必要はあるが、予算が不足

三郷町 ● ● 大和川河川沿い6カ所の設置

斑鳩町 ― → ○ ― → ○ 予定は無いが今後検討していく。 - -

安堵町 ○ ○ ・必要はあるが、人員が不足 ・必要はあるが、人員が不足

川西町 ● ● - -

三宅町 ● ●
⑭寺川、⑮飛鳥川、⑰曽我川

実施済み：町内１０２ か所に浸水深を示す看板等を設置
- -

田原本町 　 ○ - ・必要はあるが、予算が不足

高取町 　 ○ - ・必要はあるが、予算が不足

明日香村 　 ○ - ・必要はあるが、人員が不足

上牧町 　 - - -

王寺町 ● ●

整備数：令和元年度に町内215箇所の電柱等に設置

 ？（大和川（国管理区間）、葛下川）

工夫点：昭和57年の水害時の浸水高と大和川が破堤した際の最大浸
水高を表示

 今後の整備予定：上記2地区の拡大 - -

広陵町 ○ ○ 曽我川（国）、葛城川、高田川で整備予定 ・必要はあるが、人員が不足 ・必要はあるが、人員が不足

河合町 ○ ○ 大和川（国）、曽我川（国）、葛下川で整備予定
・単独では進捗できない内容だが、他機関との調整

が難航

・単独では進捗できない内容だが、他機関との調整

が難航

大淀町 　 ○ - 記載なし

奈良県 - △ 市町村から依頼があれば技術的支援を行う。

奈良地方

気象台
－ - - -

近畿地整 ● △ 必要に応じて支援

主な内容
(国）

取組機関
実施状況

（国）
実施済み

内容
実施予定

内容
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アンケート結果

○ 各機関が実施する30項目のうち、9項目については各機関ともに実施済の状況である。

国管理区間

分類 No. 取組の主な内容 分類

①全ての機関で
実施済の取組項目

8 重要インフラの機能確保 重要施設の浸水被害防止・軽減に関する事項

9 避難指示等の発令基準の設定
避難指示等の発令基準の設定・周知

10 避難指示等の発令基準の周知（HPでの公開等）

11 避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新
避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新

12 タイムラインの作成・更新支援

25 水災害意識啓発の広報 水災害意識啓発の広報

29 メール情報配信システムの構築、利用登録促進 メール情報配信システムの構築、利用登録促進

37 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定促進

40 重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施 水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項

②一部の機関で実
施が遅れている取
組項目（50％の機
関で達成）

13 タイムラインに基づく訓練の実施 タイムラインに基づく訓練の実施

14 多機関連携型タイムラインの拡充（※流域タイムラインの作成） タイムラインの作成

19 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）
まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知
ハザードマップの作成・周知等

20 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知

21 応急的な退避場所の確保

23 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援（水防法第15条で義務化） 要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難訓練

24 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施
防災教育や防災知識の普及に関する事項

26 共助の仕組みの強化

27 同報系防災行政無線等の整備

避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項28
避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供（必要箇所の拡大、大和川水位情報提供サ
イトのリンク貼付等）

34 土砂災害警戒情報を補足する情報の提供

36 水防団（消防団含む）との伝達訓練の実施

水防活動の強化に関する事項38 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）

39 浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の整備（自家発電装置等の耐水化など）

48 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動 排水活動及び施設運用の強化に関する事項

③進捗が
遅れている項目

17 広域避難に向けた調整及び検討
広域避難に向けた調整及び検討

18 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知

22 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

45
大規模水害を想定した既存排水施設等の活用方法及び排水ポンプ車の設置箇所等、排水に関す
る検討

排水活動及び施設運用の強化に関する事項46 排水に関する訓練の実施

47 排水設備の耐水化の強化

9項目

6項目

15項目
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令和 6年度までの大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針内容 

実施状況 
 
大和川上流部の奈良盆地では、多くの支川が大和川に集中して合流しており、洪水時は

本川水位の急激な上昇に伴い、内水被害が発生しやすい特徴がある。 
また、国管理区間と県管理区間の外水氾濫原が重複している範囲もあるなど、その流域

特性から大規模水害に対して、「迅速、的確かつ主体的な避難」と「確実な水防対応」が

できる地域社会を目指して、水系一丸となって取組を推進してきたところである。 
 

＜国管理区間＞ 
■全ての機関で実施済の取組項目 
・重要施設の浸水被害防止・軽減に関する事項 
・避難指示等の発令基準の設定・周知 
・避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 
・水災害意識啓発の広報、メール情報配信システムの構築、利用登録促進 
・水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定促進 
 
■一部の機関で実施が遅れている取組項目（５０％の機関で達成） 
・多機関連携型タイムラインの拡充（流域タイムラインの作成） 
・ハザードマップ、まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知 
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難訓練 
・防災教育や防災知識の普及に関する事項 
・避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項 
・水防活動の強化に関する事項 
 
■進捗が遅れている項目 
・広域避難に向けた調整及び検討 
・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 
・排水活動及び施設運用の強化に関する事項 
 
＜令和 7年度の重点実施項目（案）＞ 

主に、住民等の防災意識向上につながる項目について検討・支援を実施する。 
・まるごとまちごとハザードマップの整備支援 
・広報活動による防災意識向上 
・マイ・タイムライン講習会支援 
・要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援 
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< 国 管 理 区 間 >

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく　大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針

アンケート調査(令和６年12月末時点での進捗状況)

【５年間で達成すべき目標】
■国管理区間 ●実施済・引き続き実施、○：実施予定、▲：実施中、△：技術支援、―：対象なし

○目標を達成するための具体的な取り組み（星取表） 赤字：令和６年12月末時点での更新

具体的な取組の柱

事項

　洪水を河川内で安全に流す対策

1 ①藤井地区の河道掘削等 V 実施済み － － － － － － － － － － － － － − － ▲

2 ②長安寺地区の河道掘削等 V 実施済み － － － － － － － － － － － － － − － ●

3 ➂泉台地区の浸透対策 V 実施済み － － － － － － － － － － － － － − － ●

4 ④窪田地区の浸透対策 V 実施済み － － － － － － － － － － － － － − － ●

5 ⑤神南地区の侵食対策 V 実施済み － － － － － － － － － － － － － − － ●

6 ⑥目安地区の侵食対策 V 実施済み － － － － － － － － － － － － － − － ●

7 土砂・洪水氾濫への対策
(緊急行動計画改定により追加) 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － − － ▲

8 重要インフラの機能確保
(緊急行動計画改定により追加) 令和7年度 － － － － － － － － ● － ● － － − － −

１．（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動のための取り組み

9 避難指示等の発令基準の設定 B
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － − △ −

10 避難指示等の発令基準の周知
（HPでの公開等）

B
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － − － −

11 避難指示等の発令に着目したタイ
ムラインの作成・更新

C 令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － − △ −

12 タイムラインの作成・更新支援 C
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － ● △ ●

13 タイムラインに基づく訓練の実施

C
G
I
M

令和7年度 ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ － － ○ △ ●

14
多機関連携型タイムラインの拡充
(緊急行動計画改定により追加)
※流域タイムラインの作成

令和7年度 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ▲

15
想定最大外力を対象とした浸水想
定区域図の策定・公表（5/31公表）
（水防法第14条で義務化）

A
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − － ●

16 想定最大外力を対象とした氾濫シ
ミュレーションの公表

A
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − － ●

17 広域避難に向けた調整及び検討 E 令和7年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● － － − － −

18 広域避難を考慮したハザードマップ
への更新・周知

D
E
I

令和7年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － − － −

19 まるごとまちごとハザードマップの
整備・更新・周知（訓練への活用）

K 令和7年度 － ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ － － − － ●

20 避難場所並びに避難経路の指定・
更新及び周知

D 令和7年度 ● ● ● ● ○ ▲ ● ● ● ● ● － － − － −

21 応急的な退避場所の確保
(緊急行動計画改定により追加) 令和7年度 － ○ － ○ ● ● ● ● ● ○ ○ － － − － −

22
住民一人一人の避難計画・情報
マップの作成促進
(緊急行動計画改定により追加)

令和7年度 ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ － － − △ −

23
要配慮者利用施設の避難計画作
成の促進および避難訓練の促進
支援
（水防法第15条で義務化）

G
H

令和4年度 ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ○ － － ● ● ●

24 小中学校や地域を対象とした水災
害教育の実施

AF
BH
CJ
　L

令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ － － ● ● ●

25 水災害意識啓発の広報
AH
BL

実施済み
今後フォローアップ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － ● ● ●

26 共助の仕組みの強化
(緊急行動計画改定により追加) 令和7年度 ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ － － − － −
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三
宅
町

王
寺
町

近
畿
地
整

奈
良
地
方

気
象
台

■防災教育や防災知識の
　普及に関する事項

広
陵
町

河
合
町

西
日
本
旅
客

鉄
道
株
式
会
社

近
畿
日
本
鉄
道

株
式
会
社

No.

奈
良
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

三
郷
町

斑
鳩
町

主な内容

課
題
の
整
理
記
号

目標時期

具体的取組

■洪水を河川内で安全に流す
　対策に関する事項

■避難指示等の発令に着目した
タイムラインの作成・更新・活用

に関する事項

■ハザードマップの作成・周知
　等に関する事項

奈
良
県

（国管理区間）

国
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< 国 管 理 区 間 >

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく　大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針

アンケート調査(令和６年12月末時点での進捗状況)

【５年間で達成すべき目標】
■国管理区間 ●実施済・引き続き実施、○：実施予定、▲：実施中、△：技術支援、―：対象なし

○目標を達成するための具体的な取り組み（星取表） 赤字：令和６年12月末時点での更新

具体的な取組の柱

事項

安
堵
町

川
西
町

三
宅
町

王
寺
町

近
畿
地
整

奈
良
地
方

気
象
台

広
陵
町

河
合
町

西
日
本
旅
客

鉄
道
株
式
会
社

近
畿
日
本
鉄
道

株
式
会
社

No.

奈
良
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

三
郷
町

斑
鳩
町

主な内容

課
題
の
整
理
記
号

目標時期

具体的取組

奈
良
県

（国管理区間）

国

１．（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動のための取り組み

27 同報系防災行政無線等の整備 F 令和7年度 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● － － − － −

28
避難行動の判断に必要な河川水
位に関する情報提供（必要箇所の
拡大、大和川水位情報提供サイト
のリンク貼付等）

S 令和7年度 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ － － − － ●

29 メール情報配信システムの構築、
利用登録促進

F
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － − － −

30
スマートフォン等を活用したリアル
タイムの情報提供ならびにプッシュ
型情報発信のための整備

F
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − － ●

31 洪水予報文の改良と運用
C
F

実施済み
今後フォローアップ

－ － － － － － － － － － － － － − 〇 ●

32
危険レベルの統一化等による災害
情報の充実と整理
(緊急行動計画改定により追加)

実施済み
今後フォローアップ

－ － － － － － － － － － － － － − 〇 ●

33
洪水予測や河川水位の状況に関
する解説
(緊急行動計画改定により追加)

令和7年度 － － － － － － － － － － － － － − － ▲

34
土砂災害警戒情報を補足する情報
の提供
(緊急行動計画改定により追加)

令和7年度 ● ○ ● ○ ● － － － ● ○ ○ － － ● ● −

35 簡易水位計、量水標、CCTVカメラ
の設置

S
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − － ●

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

36 水防団（消防団含む）との伝達訓練
の実施

O
P
Q

令和7年度 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● － － 〇 △ ●

37 水防団員や消防団員・水防協力団
体の募集・指定を促進

R 令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － − － −

38
関係機関が連携した実働水防訓練
の実施（水防資材の点検管理含
む）

O
P
Q

令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● － － 〇 △ ●

39
浸水時においても災害対応を継続
するための庁舎等施設の整備（自
家発電装置等の耐水化など）

M 令和7年度 ● － － ● － － ● － ○ ○ － － － − － ●

■水防活動支援のための情報
　公開、情報共有に関する事項 40 重要水防箇所の情報共有と関係市

町等との共同点検の実施
O 令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － ● ● ●

41
メッシュ情報の充実（さまざまな地
理情報との重ね合わせ　等）・利活
用の促進

F
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − ● −

42 警報等における危険度を色分け表
示（分かりやすい表示）

F
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − ● −

43 堤防天端の保護 V
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － − － ●

44 裏法尻の補強 V 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － − － ▲

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取り組み

45
大規模水害を想定した既存排水施
設等の活用方法及び排水ポンプ車
の設置箇所等、排水に関する検討

T
U

令和7年度 ○ － － ○ － － ● ● ● ○ ○ － － ○ － ●

46 排水に関する訓練の実施 T 令和7年度 ○ － － ○ － － ● ○ ● ○ ○ － － ○ － ▲

47 排水設備の耐水化の強化
(緊急行動計画改定により追加) 令和7年度 ○ － － － － － － ○ ▲ － ○ － － − － ▲

48 大規模工場等への浸水リスクの説
明と水害対策等の啓発活動

N 令和7年度 ○ － － － － － － － ● ○ ● － － − － −

　●のみ：「実施済み。引き続き実施」　○のみ：未着手「H○○年度」（最も後年の参加機関年度とする）　▲：「H○○年度」（最も後年の参加機関年度とする）

＊課題の記号は、取組方針のP7～P13に対応

■避難行動のための
　リアルタイム情報発信等に

　関する事項

■水防活動の強化
　に関する事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項

■危機管理型ハード対策
　に関する事項

■排水活動及び施設運用の
強化に関する取組事項

＊「目標時期」：各取組機関の実施予定状況に応じ以下の通り設定
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< 国 管 理 区 間 >

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく　大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針
アンケート調査(令和6年12月末時点での進捗状況)

■国管理区間

○目標を達成するための具体的な取り組み

具体的な取組の柱 主な内容

事項

　洪水を河川内で安全に流す対策

1 ①藤井地区の河道掘削等 - 0 / 1

2 ②長安寺地区の河道掘削等 - 1 / 1

3 ➂泉台地区の浸透対策 - 1 / 1

4 ④窪田地区の浸透対策 - 1 / 1

5 ⑤神南地区の侵食対策 - 1 / 1

6 ⑥目安地区の侵食対策 - 1 / 1

7 土砂・洪水氾濫への対策 - 0 / 1

8 重要インフラの機能確保 - 2 / 2

１．（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動のための取り組み

9 避難指示等の発令基準の設定 - 12 / 12

10 避難指示等の発令基準の周知（HPでの公開等） - 11 / 11

11 避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 - 12 / 12

12 タイムラインの作成・更新支援 - 3 / 3

13 タイムラインに基づく訓練の実施 ・必要はあるが、人員が不足 7 / 14

14 多機関連携型タイムラインの拡充（※流域タイムラインの作成）
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

11 / 16

15
想定最大外力を対象とした浸水想定区域図の策定・公表（5/31公表）
（水防法第14条で義務化）

- 1 / 1

16 想定最大外力を対象とした氾濫シミュレーションの公表 - 1 / 1

17 広域避難に向けた調整及び検討
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 1 / 11

18 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

0 / 11

19 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

7 / 11

20 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知 - 9 / 11

21 応急的な退避場所の確保
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 5 / 9

22 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

3 / 12

23
要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援
（水防法第15条で義務化）

- 6 / 11

24 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施 - 13 / 14

25 水災害意識啓発の広報 - 14 / 14

26 共助の仕組みの強化
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 6 / 11

27 同報系防災行政無線等の整備 - 9 / 11

28
避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供（必要箇所の拡大、大和川
水位情報提供サイトのリンク貼付等）

単独では進捗できない内容だが、他機関との調整が必要 10 / 12

29 メール情報配信システムの構築、利用登録促進 - 11 / 11

30
スマートフォン等を活用したリアルタイムの情報提供ならびにプッシュ型情報発信
のための整備

- 1 / 1

31 洪水予報文の改良と運用 単独では進捗できない内容だが、他機関との調整が必要 1 / 1

32 危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 - 1 / 1

33 洪水予測や河川水位の状況に関する解説 - 0 / 1

34 土砂災害警戒情報を補足する情報の提供 単独では進捗できない内容だが、他機関との調整が必要 6 / 10

35 簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置 - 1 / 1

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

36 水防団（消防団含む）との伝達訓練の実施 ・必要はあるが、人員が不足 11 / 13

37 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進 - 11 / 11

38 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む） 単独では進捗できない内容だが、他機関との調整が必要 12 / 13

39
浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の整備（自家発電装置
等の耐水化など）

・必要はあるが、予算が不足 4 / 6

■水防活動支援のための情報
　公開、情報共有に関する事項 40 重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施 - 14 / 14

41 メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ　等）・利活用の促進 - 1 / 1

42 警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示） - 1 / 1

43 堤防天端の保護 - 1 / 1

44 裏法尻の補強 - 0 / 1

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取り組み

45
大規模水害を想定した既存排水施設等の活用方法及び排水ポンプ車の設置箇所
等、排水に関する検討

・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 4 / 9

46 排水に関する訓練の実施 ・必要はあるが、人員が不足 2 / 9

47 排水設備の耐水化の強化
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 0 / 5

48 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動 単独では進捗できない内容だが、他機関との調整が必要 2 / 4

■水防活動の強化
　に関する事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項

■危機管理型ハード対策
　に関する事項

■排水活動及び施設運用の
強化に関する取組事項

■洪水を河川内で安全に流す
　対策に関する事項

■避難指示等の発令に着目した
タイムラインの作成・更新・活用に
関する事項

■ハザードマップの作成・周知
　等に関する事項

■防災教育や防災知識の
　普及に関する事項

実施済の
取組機関数/
取組機関数

各取組項目の
進捗状況

■避難行動のための
　リアルタイム情報発信等に
　関する事項

具体的取組

No.
各取組の実施状況
■：全ての機関で実施済
■：80～100%未満の機関で実施済
■：50～80%未満の機関で実施済
■：20～50%未満の機関で実施済
■：0～20%未満の機関で実施済
※：1、2機関が実施対象となっている取組項目については、無着色

取組進捗における課題
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< 県 管 理 区 間 >

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく　大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針

アンケート調査(令和6年12月末時点での進捗状況)

【５年間で達成すべき目標】
■県管理区間

○目標を達成するための具体的な取り組み（星取表） ●実施済・引き続き実施、○：実施予定、▲：実施中、△：技術支援、―：対象なし　赤字：令和6年12月末時点での更新

具体的な取組の柱

取組事項 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

洪水を河川内で安全に流す対策 〔赤文字：R2､7取組方針改定による追加の取組項目〕

1 河川整備計画に基づく河川改修の実施 AY 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

2
河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の
除去等

AY 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

3 本川と支川の合流部の対策 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

4 多数の家屋や重要施設等の保全対策 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

5 土砂・洪水氾濫へ対策 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

6
重要インフラの機能確保（排水機能によ
る）

令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

7
・樋門・樋管等の無動力化、人員等の運
用体制の確保

AQ
AR
AY

令和7年度 － － ▲ － － － ○ － － － － ● ● ▲ － ○ ○ － － － ● － ○ － ○

１．（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動のための取り組み

■県～市町村間のホットラ
インの整備に関する事項 8

ホットライン構築による県・市町村の連絡
体制強化、住民への情報提供の確実な
実施

AB
実施済み

今後フォローアップ
● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

9 避難指示等の発令基準の設定 AA 引き続き実施 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10
水位周知河川以外における発令基準検
討

AA 令和7年度 ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ △

11
・避難指示告等の発令に着目したタイム
ラインの作成・更新

AC 令和7年度 ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ○ ● ● ○ ○ ○ ▲ ○ ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● △

12
タイムラインの作成及び更新に関する支
援

AC 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △

13 タイムラインに基づく訓練の実施 AC 令和7年度 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ △

14 多機関連携型タイムラインの拡充 令和7年度 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●

15
想定最大規模の降雨を対象とした浸水想
定区域図の策定・公表

AK
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

16
ダム操作に関わる情報提供や住民周知
のあり方の検討

令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △

17 浸水ナビへの実装 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

18 ・水害ハザードマップへの反映 令和7年度 ● ○ ▲ ○ ▲ ● ● ○ ● ▲ ○ ● ▲ ● ○ ● ○ ● ○ ● ▲ ▲ ○ ▲ △

19
改正水防法への理解促進、浸水実績図
の公表に向けた仕組みづくり

AL 令和7年度 ○ ○ ▲ ▲ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ▲ ○ ▲ ● ○ ▲ ○ △

20 広域避難に向けた調整及び検討 AG 令和7年度 ○ ○ ▲ － － ○ － － － ○ ○ ○ ▲ ▲ ● ○ ▲ ○ ○ ○ － ○ ▲ ▲ △

21
広域避難を考慮したハザードマップへの
更新・周知

AG 令和7年度 ○ ○ ▲ － － ○ － － － ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ▲ － ○ ▲ ○ △

22 ハザードマップポータルサイトへの掲載 AG 令和7年度 ● ● ▲ － － ● － － － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● △

23 まるごとまちごとハザードマップの検討
AL
AM

令和7年度 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ▲ ○ ○ △

24
避難場所並びに避難経路の指定・更新及
び周知

AF
AE
AH

令和7年度 － ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ○ ● ● ● ▲ △

25 応急的な避難場所の確保 令和7年度 ▲ ○ ▲ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ● － ▲ ● ● － ● ○ ▲ ● ○ ▲ ○ △

26
住民一人一人の避難計画・情報マップの
作成促進

令和7年度 ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ － ▲ ○ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ● ● ○ ▲ ○ △

27 要配慮者利用施設の現状把握 AI
実施済み

今後フォローアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ●

28
・要配慮者利用施設の避難計画作成の
促進および避難訓練の促進支援

AN
AO

令和4年度 ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ○ ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ● ▲ ○ △

29
小中学校や地域を対象とした水災害教育
の実施

AN
AO

令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲ ● ●

30
水害リスクの程度に応じた水災害意識啓
発の広報（出前講座の実施）

AN
AO

令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ●

31
住民参加型の避難訓練の実施状況、今
後の予定等の共有

令和7年度 ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ▲ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ○

32 共助の仕組みの強化 令和7年度 ▲ ● ● ● ● ▲ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ▲ ▲ ○ △

33 リアルタイム情報の沿川住民への提供等
AD
AP

実施済み
今後フォローアップ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

34
危険レベルの統一化等による災害情報の
充実と整理

実施済み
今後フォローアップ

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

35
防災施設の機能に関する情報提供の充
実

実施済み
今後フォローアップ

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

36
土砂災害警戒情報を捕捉する情報の提
供

令和7年度 ● － ▲ ● ● ▲ ○ － － ● ○ － ● － － － － － ○ － ● － ● ● ●

37
簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置
検討・整備

AJ 令和7年度 ▲ ● ▲ ● ● ○ ▲ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●

38
レーダ雨量計等の代替手段の利用（情報
提供場所の理解促進）

AJ 令和7年度 ● ● ▲ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●

39 ダム放流警報設備等の耐水化や改良
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

40
浸水や停電により観測・監視できなくなる
水位観測所への対策

令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

天

理

市
主な内容

課

題

の

整

理

記

号

目標時期

取組機関

西

日

本

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

近

畿

日

本

鉄

道

株

式

会

社

奈

良

県

国

橿

原

市

田

原

本

町

桜

井

市

御

所

市

生

駒

市

香

芝

市

具体的取組 No.

奈

良

市

大

和

高

田

市

大

和

郡

山

市

葛

城

市

平

群

町

三

郷

町

斑

鳩

町

安

堵

町

川

西

町

三

宅

町

奈

良

地

方

気

象

台

高

取

町

明

日

香

村

上

牧

町

王

寺

町

広

陵

町

河

合

町

■河川管理の高度化・充
実に関する事項

■洪水を河川内で安全に
流す対策に関する事項

大

淀

町

近

畿

地

整

■避難指示等の発令に着
目したタイムラインの作成・
更新・活用に関する事項

■ハザードマップの作成・
周知等に関する事項

■防災教育や防災知識の
普及に関する事項

■避難行動のためのリア
ルタイム情報発信等に関
する事項

（県管理区間）
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< 県 管 理 区 間 >

具体的な取組の柱

取組事項 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

天

理

市
主な内容

課

題

の

整

理

記

号

目標時期

取組機関

西

日

本

旅

客

鉄

道

株

式

会

社

近

畿

日

本

鉄

道

株

式

会

社

奈

良

県

国

橿

原

市

田

原

本

町

桜

井

市

御

所

市

生

駒

市

香

芝

市

具体的取組 No.

奈

良

市

大

和

高

田

市

大

和

郡

山

市

葛

城

市

平

群

町

三

郷

町

斑

鳩

町

安

堵

町

川

西

町

三

宅

町

奈

良

地

方

気

象

台

高

取

町

明

日

香

村

上

牧

町

王

寺

町

広

陵

町

河

合

町

大

淀

町

近

畿

地

整

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

41
水防団員や消防団員・水防協力団体の
募集・指定を促進

AQ 令和7年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● △

42 出動基準の必要性の再確認、基準整備 AQ 令和7年度 ● ● ▲ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● △

43
水防団（消防団含む）との情報伝達訓練
の実施

AR
AS

令和7年度 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ▲ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ▲ ● ● △

44
関係機関が連携した実働水防訓練の実
施（水防資材の点検管理含む）

AR
AS

令和7年度 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ●

45

想定最大規模洪水を踏まえた浸水時にお
いても災害対応を継続するための庁舎等
施設の改修検討（自家発電装置等の耐
水化など）

AT 令和7年度 － ● ▲ － ▲ － ● ○ － ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ △

46
想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水を
想定した業務継続計画等の検討

AT 令和7年度 － ● ▲ － ● － ○ ○ － ○ ○ ● ▲ ● ● ○ ▲ － － － ● ● ○ ● △

■水防活動支援のための
情報公開、情報共有に関
する事項

47
重要水防箇所の情報共有と関係市町等
との共同点検の実施

AQ
AR
AS

令和7年度 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ▲ ● ● ● ○ ●

48
メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報
との重ね合わせ等）・利活用の促進

AP
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

49
警報等における危険度を色分け表示（分
かりやすい表示）

AP
実施済み

今後フォローアップ
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

50 堤防天端の保護 AY 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

51 裏法尻の補強 AY 令和7年度 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取り組み

52 排水施設等の検討・整備
AU
AV

令和7年度 ○ ● ▲ ● ● ● ▲ ○ － ○ ● ● ▲ ○ ○ ● ▲ ● ○ ○ ● ● ○ ○ △

53 排水設備の耐水化の強化 令和7年度 － ○ － － ○ ○ － － － － － － － － ○ ▲ ○ ○ ○ － ○ － ○ － △

54
・大規模工場等への浸水リスクの説明と
水害対策等の啓発活動

AX 令和7年度 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ － ○ ○ ○ ▲ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ △

55 浸水被害軽減地区の検討 AW 令和7年度 － ○ － － ○ ○ － － － － － － － － ○ ▲ ○ ○ ○ － ○ － ○ － △

56 適切な土地利用の促進、周知 AW 令和7年度 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ △

■危機管理型ハード対策
　に関する事項

■排水活動及び施設運用
の強化に関する事項

■浸水被害軽減に向けた
土地利用規制等に関する
事項

■水防活動の強化に関す
る事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項
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< 県 管 理 区 間 >

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく　大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針
アンケート調査(令和6年12月末時点での進捗状況)
■県管理区間

○目標を達成するための具体的な取り組み ※技術支援を行う機関を含む

具体的な取組の柱 主な内容

取組事項

洪水を河川内で安全に流す対策

1 ・河川整備計画に基づく河川改修の実施 ・実施中 0 / 1

2 ・河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等 ・実施中 0 / 1

3 本川と支川の合流部の対策 ・実施中 0 / 1

4 多数の家屋や重要施設等の保全対策 ・実施中 0 / 1

5 土砂・洪水氾濫へ対策 ・実施中 0 / 1

6 重要インフラの機能確保（排水機能による） ・必要はあるが、予算が不足 0 / 1

■河川管理の高度化・充実に関する事項 7 ・樋門・樋管等の無動力化、人員等の運用体制の確保 ・必要はあるが、人員が不足 3 / 10

１．（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避難行動のための取り組み

■県～市町村間のホットラインの整備に関する
事項 8 ・ホットライン構築による県・市町村の連絡体制強化、住民への情報提供の確実な実施 - 24 / 25

9 ・避難指示等の発令基準の設定 - 24 / 25

10 ・水位周知河川以外における発令基準検討
・必要はあるが、人員が不足
・基準の設定が困難であるため、実施には至っていない

3 / 25

11 ・避難指示告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 ・必要はあるが、人員が不足 11 / 25

12 ・タイムラインの作成及び更新に関する支援 - 1 / 1

13 ・タイムラインに基づく訓練の実施
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

8 / 25

14 多機関連携型タイムラインの拡充
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

2 / 25

15 ・想定最大規模の降雨を対象とした浸水想定区域図の策定・公表 - 1 / 1

16 ダム操作に関わる情報提供や住民周知のあり方の検討 - 1 / 1

17 浸水ナビへの実装 - 1 / 1

18 ・水害ハザードマップへの反映 - 10 / 25

19 ・改正水防法への理解促進、浸水実績図の公表に向けた仕組みづくり
・必要はあるが、人員が不足
・必要はあるが、予算が不足

12 / 25

20 ・広域避難に向けた調整及び検討
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

2 / 19

21 ・広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知
・必要はあるが、人員が不足
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

2 / 19

22 ハザードマップポータルサイトへの掲載 - 18 / 20

23 ・まるごとまちごとハザードマップの検討
・必要はあるが、人員が不足
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

6 / 25

24 ・避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知 - 20 / 24

25 応急的な避難場所の確保
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

6 / 20

26 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

4 / 24

27 ・要配慮者利用施設の現状把握 - 23 / 25

28 ・要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

12 / 25

29 ・小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施 - 21 / 25

30 ・水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報（出前講座の実施） ・必要はあるが、人員が不足 20 / 25

31 住民参加型の避難訓練の実施状況、今後の予定等の共有 ・必要はあるが、人員が不足 18 / 25

32 共助の仕組みの強化 ・必要はあるが、人員が不足 15 / 25

33 ・リアルタイム情報の沿川住民への提供等 - 25 / 25

34 危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 - 1 / 1

35 防災施設の機能に関する情報提供の充実 - 1 / 1

36 土砂災害警戒情報を捕捉する情報の提供 ・必要はあるが、人員が不足 9 / 14

37 ・簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置検討・整備
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

10 / 25

38 ・レーダ雨量計等の代替手段の利用（情報提供場所の理解促進）
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

12 / 25

39 ダム放流警報設備等の耐水化や改良 - 1 / 1

40 浸水や停電により観測・監視できなくなる水位観測所への対策 - 1 / 1

■ハザードマップの作成・周知等に関する事項

■防災教育や防災知識の普及に関する事項

■避難行動のためのリアルタイム情報発信等
に関する事項

実施済の

取組機関数※/

取組機関数※

■洪水を河川内で安全に流す対策に関する事
項

具体的取組 No.

■避難指示等の発令に着目したタイムラインの
作成・更新・活用に関する事項

各取組項目の
進捗状況各取組の実施状況

■：全ての機関で実施済
■：80～100%未満の機関で実施済
■：50～80%未満の機関で実施済
■：20～50%未満の機関で実施済
■：0～20%未満の機関で実施済
※：1、2機関が実施対象となっている取組項目については、無着色

取組進捗における課題

2-9
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具体的な取組の柱 主な内容

取組事項

実施済の

取組機関数※/

取組機関数※
具体的取組 No.

各取組項目の
進捗状況各取組の実施状況

■：全ての機関で実施済
■：80～100%未満の機関で実施済
■：50～80%未満の機関で実施済
■：20～50%未満の機関で実施済
■：0～20%未満の機関で実施済
※：1、2機関が実施対象となっている取組項目については、無着色

取組進捗における課題

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

41 ・水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進 - 24 / 25

42 ・出動基準の必要性の再確認、基準整備 ・必要はあるが、人員が不足 22 / 25

43 ・水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施 ・必要はあるが、人員が不足 16 / 25

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）
・必要はあるが、人員が不足
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足

15 / 25

45
・想定最大規模洪水を踏まえた浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の改修検
討（自家発電装置等の耐水化など）

・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 5 / 18

46 想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水を想定した業務継続計画等の検討
・必要はあるが、人員が不足
・必要はあるが、予算が不足

9 / 18

■水防活動支援のための情報公開、情報共有
に関する事項 47 ・重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施

・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

9 / 25

48 ・メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ等）・利活用の促進 - 0 / 0

49 ・警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示） - 0 / 0

50 ・堤防天端の保護 - 0 / 1

51 ・裏法尻の補強 - 0 / 1

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取り組み

52 ・排水施設等の検討・整備 ・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要 11 / 24

53 排水設備の耐水化の強化
・必要はあるが、予算が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

1 / 11

54 ・大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動
・必要はあるが、人員が不足
・ノウハウ（専門的な知見、技術）が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

5 / 24

55 ・浸水被害軽減地区の検討
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

1 / 11

56 ・適切な土地利用の促進、周知
・必要はあるが、人員が不足
・単独では進捗できない内容であり、他機関との調整が必要

4 / 24

■排水活動及び施設運用の強化に関する事項

■浸水被害軽減に向けた土地利用規制等に関
する事項

■水防活動の強化に関する事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項

■危機管理型ハード対策
　に関する事項
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